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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子光学装置であって、
　電子顕微鏡システム（３）の主軸（５）に沿って被検査対象物（１３）に向けて一次電
子ビーム（１９）を照射する電子顕微鏡システム（３）と、
　イオンビーム加工システム（７）の主軸（９）に沿って前記被検査対象物（１３）に向
かってイオンビームを照射するイオンビーム加工システム（７）とを備え、前記電子顕微
鏡システム（３）の前記主軸（５）と前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（
９）とは、角度（α）を成すように相互に方向づけられており、
　前記電子顕微鏡システム（３）は、前記電子ビーム（１９）を集束させるための、磁界
レンズ（４５）および静電レンズ（４７）を備える対物レンズ（４３）を備え、かつ、前
記電子顕微鏡システム（３）の前記主軸（５）が通る環状電極（５９）を備え、該環状電
極（５９）は、前記被検査対象物（１３）の位置（１１）近傍に配置された前記電子顕微
鏡システム（３）の構成要素であって、
　前記環状電極（５９）と、前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（９）との
間に配置された、シールド電極（８１）を特徴とし、
　前記環状電極（５９）に電圧を供給するための電圧源（６０）と、前記被検査対象物（
１３）を、前記電子顕微鏡システム（３）の前記主軸（５）に対して、前記対象物の表面
の少なくとも２つの異なる方向において保持するように構成された対象物ホルダ（１６）
とを更に含み、
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　前記粒子光学装置の操作中に前記電圧源（６０）から前記環状電極（５９）に供給され
る電圧は、前記電子顕微鏡システム（３）の前記主軸（５）に対する角度が異なる前記被
検査対象物（１３）の前記表面（１５）について、異なる値であり、
　前記シールド電極（８１）が、
　前記対象物（１３）の前記表面（１５）の方向が前記イオンビーム加工システム（７）
の前記主軸（９）に略垂直であって、対応して操作中に前記環状電極（５９）に供給され
る電圧を調節する場合に、
　イオンビーム加工システムの主軸に沿った電場の分布が以下の関係性を満たすように構
成され、

【請求項２】
　前記シールド電極（８１）は、前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（９）
に垂直な、少なくとも１つの数学的な直線が、前記シールド電極（８１）および前記環状
電極（５９）の両方と交差するように配置されたことを特徴とする、請求項１に従う粒子
光学装置。
【請求項３】
　前記シールド電極（８１）は、前記イオンビーム加工システム（７）のハウジング（７
５）の１部分に導電的に接続されており、前記１部分は、前記被検査対象物（１３）の前
記位置（１１）の最近傍に位置することを特徴とする、請求項１または２に従う粒子光学
装置。
【請求項４】
　前記シールド電極（８１）に電圧を供給するための電圧源を更に備える、請求項１また
は２に記載の粒子光学装置。
【請求項５】
　前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（９）に面する、前記シールド電極（
８１）の表面が、凹んで湾曲していることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に
記載の粒子光学装置。
【請求項６】
　前記シールド電極（８１）は、前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（９）
を、少なくとも部分的に包含するスリーブとして構成されていることを特徴とする、請求
項５に従う粒子光学装置。
【請求項７】
　前記スリーブは、前記被検査対象物（１３）の前記位置（１１）に向かって、円錐状に
先細ることを特徴とする、請求項６に従う粒子光学装置。
【請求項８】
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　前記被検査対象物（１３）の前記位置（１１）に面する、前記シールド電極（８１）の
前面（８５）が、前記イオンビーム加工システム（７）の前記主軸（９）に対して垂直な
数学的な面（１５）に対して斜め方向に延在することを特徴とする、請求項１～７のいず
れか１項に記載の粒子光学装置。
【請求項９】
　前記シールド電極（８１）の前記前面（８５）は、前記電子顕微鏡システム（３）の前
記主軸（５）に対して垂直な数学的な面（１５’）に対して略平行に延在することを特徴
とする、請求項８に従う粒子光学装置。
【請求項１０】
　前記環状電極（５９）は、前記被検査対象物（１３）の前記位置（１１）に向かって、
円錐状に先細ることを特徴とする、請求項1～９のいずれか１項に記載の粒子光学装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子顕微鏡システム及びイオンビーム加工システムを備える粒子光学装置に関
する。
【０００２】
　小型構造素子を製造するために、イオンビームを用いて容易に試料を加工し、および、
実質的に加工と同時に、電子顕微鏡を用いてこの加工の進行を観察することが必要とされ
ている。
【背景技術】
【０００３】
　このために、被検査対象物に向けた一次電子ビームを電子顕微鏡の主軸に沿って照射す
る電子顕微鏡システムと、被検査対象物に向けたイオンビームをイオンビーム加工システ
ムの主軸に沿って照射するイオンビーム加工システムとの複合装置が用いられうる。この
場合、電子顕微鏡システムの主軸と、イオンビーム加工システムの主軸とは、相互に角を
なすように傾けられ、両方のビームは、検査及び／又は加工されるべき対象物の共通の領
域に方向づけられうる。このようなシステムは、例えば、特許文献１や、特許文献２によ
り知られており、これらの開示の内容全体を本願明細書に援用する。
【０００４】
　そのようなシステムは、例えば、半導体ウェーハ内に加工された構造素子の構造につい
ての情報を得るために採用されうる。例えば、イオンビームを用いてウェーハ表面に対し
て垂直な溝を刻み込み、電子顕微鏡を用いてイオンビームによる加工の進行を把握し、そ
して、溝の側面の電子顕微鏡画像を取得して加工済み半導体構造の断面図を生成する。こ
のような加工の間、ウェーハの表面はイオンビームの方向に対して実質的に直交するよう
に向けられ、このとき、電子ビームはウェーハの表面に対して斜め方向に向けられている
。
【０００５】
　一般に、高解像度電子顕微鏡システムは、電子ビームを集束させるための磁気レンズ及
び静電レンズを有する対物レンズを備える。ここで、静電レンズの電場は、被検査試料上
にまで広がっている。例えば、電子顕微鏡システムの主軸に対して斜め方向の表面を有す
る半導体ウェーハを検査する場合、ウェーハが斜め方向に配置されることにより、電場が
影響を受ける。即ち、静電レンズの回転対称な構成にも関わらず、その電場は非回転対称
となり、電子ビームの集束及びビーム誘導に悪影響を与える。
【０００６】
　さらには、電子顕微鏡の対物レンズから漏洩する電場は、イオンビームのビーム誘導に
も影響するため、イオンビームが所望の経路から外れてしまい、試料の所定位置に衝突で
きなくなる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１８４２５１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，８５５，９３８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、電子ビームの良好な集束及びビーム誘導を可能にすると共に、イオン
ビームを用いた正確な加工が可能な、電子顕微鏡システム及びイオンビーム加工システム
を備える粒子光学装置を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的を達成するために、本発明に係る粒子光学装置は、被検査対象物に向けた一次
電子ビームを電子顕微鏡の主軸に沿って照射する電子顕微鏡システムと、被検査対象物に
向けたイオンビームをイオンビーム加工システムの主軸に沿って照射するイオンビーム加
工システムとを含みうる。電子顕微鏡システムの主軸と、イオンビーム加工システムの主
軸とは、相互に角をなすように傾けられ、電子顕微鏡システムは、対物レンズを有し、そ
の対物レンズは、電子ビームを集束させる磁界レンズおよび静電レンズを有し、かつ、電
子顕微鏡システムの主軸を通す環状電極を有する。この環状電極は、被検査対象物の位置
の最も近くに配置された、電子顕微鏡システムの構成部品である。さらに、粒子光学装置
は、シールド電極が環状電極およびイオンビーム加工システムの主軸との間に配置されて
いることを特徴とする。
【００１０】
　このような粒子光学装置は、電子顕微鏡システムの主軸に対して傾いた試料について、
電子顕微鏡システムの環状電極に電圧を供給して、静電レンズから漏洩する電場に影響し
、電子ビームの集束及びビーム誘導のための実質的に回転対称な構成を維持できる。また
、この環状電極の電場により、シールド電極は、イオンビームの影響を実質的に回避でき
る。このように、従来の装置に比較して、電子ビームの集束及びビーム誘導が向上すると
同時に、イオンビームへの影響が小さくなる。
【００１１】
　イオンビーム加工システムの主軸に直交する少なくとも１つの数学的直線が、シールド
電極及び環状電極の両方と交差するという意味において、シールド電極は、環状電極と、
イオンビーム加工システムの主軸との間に位置する。
【００１２】
　本発明の１つの実施態様によれば、シールド電極は、イオンビーム加工システムのハウ
ジングの一部分に導電的に接続されており、この一部分は、被検査対象物の位置付近に位
置する。従って、シールド電極は、例えば、イオンビーム加工システムのハウジングと共
に、地電位に保持されうる。
【００１３】
　シールド電極は、環状電極と、イオンビーム加工システムの主軸との間に配置されたプ
レートの形状であっても良い。具体的には、シールド電極は、イオンビーム加工システム
の主軸に面した表面を有しており、この表面は凹んで湾曲している。１つの実施態様によ
れば、シールド電極は部分的又は全体的にイオンビーム加工システムの主軸を包含するよ
うに曲げられている。具体的には、シールド電極はイオンビームの主軸が通るスリーブと
して構成され、特に、このスリーブは、被検査対象物の位置に向かって円錐状に先細る。
【００１４】
　本発明の１つの実施態様によると、シールド電極はイオンビームの周囲で湾曲形状を呈
すると規定され、被検査対象物の位置に面するこの電極の前面は、イオンビーム加工シス
テムの主軸に垂直な数学的表面に対して斜め方向に延在することを特徴とする。具体的に



(5) JP 5601838 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

は、シールド電極の前面は、電子顕微鏡システムの主軸に垂直な表面に対して略平行に延
在するように構成されうる。
【００１５】
　本発明の１つの実施態様によれば、電子顕微鏡システムの対物レンズの環状電極も、被
検査対象物の位置に向かって円錐状に先細る形状であってもよい。
【００１６】
　本発明の１つの実施態様によれば、粒子光学装置は、環状電極に対して電圧を供給する
ように構成された電圧源を備える。具体的には、環状電極に供給される電圧が対物レンズ
から漏洩する電場に影響を与えて、好適には、電子顕微鏡システムの主軸に対して直交方
向ではなく配置されている対象物表面による電場の広がりを低減するので、実質的に回転
対称形状に近い電場の構成が得られる。従って、環状電極に供給する電圧を、電子顕微鏡
システムの主軸に対する被検査対象物の角度に応じて調節することが有利である。
【００１７】
　従って、対物レンズの対象物に面する末端から被検査対象物までの所定の有効距離と、
対象物の電子顕微鏡システムの主軸に対する向きについて、環状電極に供給する電圧を制
御して、対物レンズから漏洩する電場が実質的に回転対称の構成とし、これに対応して、
その状態における電子ビームの集束及びビーム誘導が満足される。
【００１８】
　いくつかの用途においては、実際上は、被検査対象物がイオンビーム加工システムの主
軸に対して略直角に配置されていることが望ましい。従って、このような配置についても
、環状電極に供給する電圧を有利に調節することができる。
【００１９】
　本発明の１つの実施態様によれば、被検査対象物の電子顕微鏡システムの主軸に対する
所望の方向が決定し、かつ、この方向に対応して環状電極に供給する有利な電圧が決定し
た場合には、シールド電極は以下に示すような特定の幾何学的形状を有しうる。対物レン
ズから漏洩する電場の分布は、シールド電極の幾何学的形状に有意に影響される。例示し
た実施態様において、シールド電極の幾何学的形状は、イオンビーム加工システムの主軸
に沿う電場が以下の関係を満たすように調節される。

【００２０】
　この積分式において、積分経路は、被検査対象物の位置から始まり、イオンビーム加工
システムのイオン光学系の内部にいたるまでの、イオンビーム加工システムの主軸上に延
在する。イオンビーム加工システムの主軸に垂直な方向の電場の成分に対して積分が実施
され、その値は素電荷ｅで乗算され、被検査対象物からの距離で重み付けされる。積分し
た値を、被検査対象物の位置におけるイオンの運動エネルギーを２倍した値で割った値は
、１０μｍより小さく、特に、５μｍより小さいことを要する。
【００２１】
　シールド電極の幾何学的形状が上述の関係式を満たす場合は、電子顕微鏡システムの対
物レンズから漏洩する電場によるイオンビームへの影響が小さく有利である。
【００２２】
　以下に、本発明の実施形態について、図を用いて更に詳述する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】電子顕微鏡システム及びイオンビーム加工システムを備える従来の粒子光学装置
を示す図である。
【図２ａ】従来の粒子光学装置における、対物レンズ内の電場及び磁場の様子と、電子ビ
ーム及びイオンビームの様子を示す図である。
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【図２ｂ】図２ａの詳細を示す図である。
【図３ａ】図２ａの粒子光学装置において、供給電圧を変更した場合の、対物レンズ内の
電場及び磁場の様子と、電子ビーム及びイオンビームの様子を示す図である。
【図３ｂ】図３ａの詳細を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に従う、粒子光学装置の詳細を示す図である。
【図５ａ】本発明の実施形態に従う粒子光学装置における、対物レンズ内の電場及び磁場
の様子と、電子ビーム及びイオンビームの様子を示す図である。
【図５ｂ】図５ａの詳細を示す図である。
【図６ａ】図５ａの粒子光学装置において、供給電圧を変更した場合の、対物レンズ内の
電場及び磁場の様子と、電子ビーム及びイオンビームの様子を示す図である。
【図６ｂ】図６の詳細を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、最新技術による粒子光学装置１の模式斜視図であり、本発明の実施態様の説明
に用いる。粒子光学装置は、主軸５を有する電子顕微鏡システム３と、主軸９を有するイ
オンビーム加工システム７とを備える。電子顕微鏡システム３とイオンビーム加工システ
ム７の主軸５と９は、それぞれ位置１１において角度αを挟んで交差する。半導体ウェー
ハのような、表面１５を有する非検査対象物１３が、位置１１周辺において、イオンビー
ム加工システム７の主軸９に沿って放射されるイオンビーム１７を用いて加工され、また
、電子顕微鏡システム３の主軸５に沿って放射される電子ビーム１９を用いて検査される
ように、角度αは、例えば４５°～５５°である。対象物を保持するために、模式的に示
したホルダ１６が設けられ、対象物１３を電子顕微鏡システムから一定距離に調節し、か
つ、電子顕微鏡システムに対して相対的な方向に調節する。
【００２５】
　電子顕微鏡システム３は、一次電子ビーム１９を生成するために、陰極２３および陽極
２７と、その間に配置された抑制電極２５と、抑制電極とは離間して配置される引き出し
電極２６とにより模式的に示される電子源２１を備える。電子顕微鏡システム３は、ビー
ム管２９に一体化する加速電極２７と、環状コイル３３およびヨーク３５により模式的に
示されるコリメータ装置３１とを更に有する。一次電子ビームは、コリメータ装置３１を
経た後に、開口部３７と、二次電子検出器４１の中心孔３９を通過する。そして、一次電
子ビーム１９は、電子顕微鏡システム３の対物レンズ４３に入射する。対物レンズ４３は
、一次電子ビーム１９を集束させる磁界レンズ４５および静電レンズ４７を備える。図１
の模式図において、磁界レンズ４５は環状コイル５９、内側磁極片５１および外側磁極片
５３を備える。静電レンズ４７は、ビーム管２９の下端５５と、外側磁極片５３の内側下
端と、試料の位置１１に向かって円錐状に先細る環状電極５９とにより形成される。対物
レンズ４３を、図１に模式的に示すが、米国特許第６，８５５，９３８号明細書に更に詳
細に示されるような構成でもよい。
【００２６】
　イオンビーム加工システム７は、引き出し電極６５を有するイオン源６３と、コリメー
タ６７と、可変開口６９と、偏向電極７１と、フォーカスレンズ７３とを有し、イオンビ
ーム加工システム７のハウジング７５から射出されるイオンビーム１７を生成する。
【００２７】
　図２ａに、電子顕微鏡システム３の主軸５及びイオンビーム加工システム７の主軸９の
近傍の位置１１に近い、対物レンズ４３の領域における磁位線および電位線を示し、これ
により、対物レンズ４３の静電レンズ４７および磁界レンズ４５の詳細を示す。図２ａは
、磁極片ギャップが間に形成されるように配置される、内側磁極片５５の下端と、外側磁
極片５３の内側下端とを示す。この磁極片ギャップを、電子顕微鏡システムの主軸５に向
かって延びる磁位線が通り、電子ビーム１９のための磁界レンズを形成する。
【００２８】
　静電レンズ４７は、ビーム管２９の下端及び環状電極５９の間の電位差により形成され
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た電場により形成される。図２に示した状態において、環状電極５９は外側磁極片５３お
よび試料表面１５と共に地電位に保持され、ビーム管２９は、例えば、８０００Ｖの電位
に保持される。ビーム管２９の下端および環状電極５９の間の電場強度が高いため、明確
のために、その電場の電位線は図示しない。図２ａにおいては、対物レンズ４３から電場
が漏洩する領域のみを、５０Ｖ、４５Ｖ、・・・１０Ｖ、５Ｖの電位線により示す。５０
Ｖの電位線の広がりから理解できるように、電子顕微鏡システムの主軸５に対して、対物
レンズ４３から漏洩する電場の回転対称性は、それ自体は０Ｖの電位を保持している試料
表面１５が傾いていることにより著しく損なわれる。このことは、特に、対象物１３に導
かれた電子ビームのエネルギーが低い場合に、電子ビーム１９の集束およびビーム誘導に
悪影響を与える。これについて、図２ｂに領域１１周辺の拡大図を示す。図２ｂにおいて
、線１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄおよび１９ｅは、それぞれ、２０ｋｅｖ、１０ｋｅ
ｖ、５ｋｅｖ、２ｋｅｖ、１ｋｅｖのエネルギーを有する電子線１９の主軸を示す。電子
ビームの運動エネルギーが減少するにつれて、電子顕微鏡システムの主軸５が、表面１５
と交差する点から次第に距離を大きくして、電子ビームが対象物１３の表面１５に衝突す
るようになっている。これは図２ｂに示した縮尺からも読み取り可能であり、図２ｂにお
いて、主軸５と表面１５とが交差する点が０μｍに位置する場合、エネルギー２ｋｅｖの
電子線１９ｄと表面１５の交差する点が－６５μｍに位置し、エネルギー１ｋｅｖの電子
線１９ｅと表面１５との交差する点が－１３０μｍに位置する。
【００２９】
　イオンビーム１７が表面１５に衝突する位置もまた、イオンビームのエネルギーに依存
する。図２ｂは、それぞれ、エネルギーが３０ｋｅｖ、２０ｋｅｖ、１０ｋｅｖおよび５
ｋｅｖのイオンビーム１７についての、主軸１７ａ、１７ｂ、１７ｃおよび１７ｄを示す
。エネルギー５ｋｅｖのイオンビーム１７ｄは、イオンビーム加工システムの主軸９が対
象物の表面１５と交差する位置から－２５μｍの位置に衝突する。
【００３０】
　図３ａは、対物レンズ４３から漏洩する電場の非対称性を低減するための措置を示す。
図３ａによれば、電圧－１５０Ｖが、ブロック６０として模式的に示す電源から環状電極
５９に供給され、これにより、試料付近の電場分布が図２ａと比較して対称になる。この
ことは、図２ｂに対応して図３ｂに図示したことからも明らかなように、電子ビームの集
束及びビーム誘導について有利な効果を有する。図３ｂにおいても、それぞれ、２０ｋｅ
Ｖ、１０ｋｅＶ、５ｋｅＶ、２ｋｅＶ、１ｋｅＶのエネルギーを有する電子ビーム１９ａ
～１９ｅを示すが、ここで、エネルギー１ｋｅＶのビーム１９ｅは、電子顕微鏡システム
の主軸５から１０μｍ以下の位置で、対象物１３の表面に衝突する。
【００３１】
　環状電極５９に負の電位が供給されることで、電子ビーム１９の集束を改善するという
有利な効果が生ずる一方で、他方では、イオンビームが表面１５に衝突する位置がエネル
ギーに強く依存するため、イオンビームによる対象物の加工が困難になるという不利益が
生ずる。図３ｂにおいても、それぞれ、３０ｋｅＶ、２０ｋｅＶ、１０ｋｅＶ、５ｋｅＶ
のエネルギーを有するイオンビームの主軸１７ａ～１７ｄを示すが、ここで、エネルギー
５ｋｅＶのビーム１７ｄは、電子顕微鏡システムの主軸９から＋７５μｍの位置で、表面
１５に衝突する。
【００３２】
　本発明の実施形態によれば、この不利点は、対象物付近の領域において、環状電極５９
とイオンビーム加工システム７の主軸９との間に適切なシールド電極を配置することで大
幅に低減できる。
【００３３】
　図４は上述したようなシールド電極８１であって、イオンビーム加工システムの主軸９
に沿って対象物１５に向かって円錐状に先細るスリーブとして構成されている。このスリ
ーブは、イオンビーム加工システム７のハウジング７５のフランジ８３に固定されている
。円錐状シールド電極８１の前面は対象物１５に面し、イオンビーム加工システム７の主
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軸９に対して斜め方向に延びている。
【００３４】
　図４に参照符号１５を付した直線は、主軸９に対して垂直方向にある場合の対象物表面
を示す。参照符号１５’を付した直線は、電子顕微鏡システム３の主軸５に対して、略垂
直に配置された場合の対象物表面を示す。図４に示した実施形態では、シールド電極８１
の前面８５が表面１５’に略平行に位置づけられている。
【００３５】
　図５ａは図２ａに対応するが、ここでは、０Ｖの電位が環状電極５９に供給され、シー
ルド電極８１が電場に与える影響が比較的低いことを示している。
【００３６】
　図５ｂは図２ｂに対応するが、ここでは、直線１９ａ～１９ｅは、それぞれ、２０ｋｅ
Ｖ、１０ｋｅＶ、５ｋｅＶ、２ｋｅＶおよび１ｋｅＶのエネルギーの電子ビームの主軸を
示し、直線１７ａ～１７ｄは、それぞれ、３０ｋｅＶ、２０ｋｅＶ、１０ｋｅＶおよび５
ｋｅＶのエネルギーのイオンビームの主軸を示す。図２ｂと同様に、エネルギー1ｋｅｖ
の電子ビーム１９ｅは、電子顕微鏡システムの主軸５が対象物の表面１５と交差する位置
から－１３０μｍの位置に衝突する。同様に、エネルギー５ｋｅｖのイオンビーム１７ｄ
は、イオンビーム加工システムの主軸９が対象物の表面１５と交差する位置から－２５μ
ｍの位置に衝突する。
【００３７】
　図６ａは図３ａに対応するが、ここでも、－１５０Ｖの電位が環状電極５９に供給され
、電子ビームの集束及びビーム誘導のための電場を対称化する。図６ａから、シールド電
極８１の電場の分布に対する顕著な影響が明白である。図３ｂに対応する図６ｂからも明
らかなように、シールド電極８１の影響により、電子ビーム１９およびイオンビーム１７
の両方に良好な集束とビーム誘導が可能となることは明白である。図６ｂにおいても、直
線１９ａ～１９ｅは、それぞれ、２０ｋｅｖ、１０ｋｅｖ、５ｋｅｖ、２ｋｅｖ、１ｋｅ
ｖのエネルギーを有する電子線１９の主軸を示す。電子ビーム１９ｅは、電子顕微鏡シス
テムの主軸５が対象物の表面１５と交差する位置から－５．７μｍの位置に衝突するが、
これは、図２に比較して良好な結果を示す。以下に詳述するように、シールド電極８１の
幾何学的形状を特別に設定したために、それぞれエネルギー３０ｋｅＶ、２０ｋｅＶ、１
０ｋｅＶおよび５ｋｅＶのイオンビームの主軸１７ａ～１７ｄが実質的に一致し、また、
イオンビーム加工システムの主軸９や、電子顕微鏡システムの主軸５が、対象物１３の表
面１５と交差する位置とも一致する。即ち、イオンビーム１７が衝突する位置は、イオン
ビームのエネルギーからは実質的に独立している。これは、図２ｂ及び３ｂに比較して、
非常に良好な結果である。
【００３８】
　イオンビームが対象物１３の表面１５に衝突する位置が、実質的にエネルギーに依存し
なくなるのは、シールド電極８１の幾何学的形状を特に選択したことによる。図６ａから
も明白なように、イオンビームは、イオン光学系のハウジング７５からの出射経路を経て
、対象物１３の表面１５に向かう過程で、軸９に対して横断方向の電場の電場成分が図６
において右手方向に方向付けられている領域を経て、次いで、電場成分が左手方向に方向
付けられている領域を経る。これは、イオンビームが、先ず右手側に偏向して、表面１５
への衝突の直前に左手側に偏向することの原因となる。このような右手、左手方向の偏向
が相互に補償して零となる様に、シールド電極の幾何学的形状を調節する。この場合、下
記の関係性が成り立つ。この関係式の詳細については既述した。

【００３９】
　従って、本発明の実施形態に従う粒子光学装置は、基本的には、図１を参照して既に説
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状電極と、イオンビーム加工システムの主軸との間に、シールド電極が追加的に配置して
いる。例えば、シールド電極は図４を参照して述べたような構成である。しかし、シール
ド電極は必ずしもスリーブとして構成されて、イオンビーム加工システムの主軸９を包含
する必要はなく、異なる形状であってもよい。例えば、シールド電極は、対物レンズの環
状電極とイオンビーム加工システムの主軸との間に配置された、略平面のプレートであっ
ても良い。
【００４０】
　図１に示すように、イオンビーム加工システムは、ビーム偏向器７１を備え、イオンビ
ーム加工システム７の主軸９からイオンビームを偏向させるので、イオンビーム１７は、
対象物１３の表面１５上の、イオンビーム加工システム７の主軸９と表面１５とが交差す
る位置１１とは異なる位置で衝突しうる。しかし、図２、３、５および６において、それ
ぞれ参照符号１７ａ～１７ｄを付して示されるイオンビームは、ビーム偏向器の制御によ
り主軸９からずらされているのではなく、単に、電子顕微鏡システムの対物レンズから漏
洩する電場の影響によって主軸９から偏向される。
【００４１】
　同様にして、電子顕微鏡システムも、図１には示さないが、一般的に対物レンズ内に配
置されているような、電子ビームのためのビーム偏向器を備える。これらのビーム偏向器
を用いて、電子ビームは、被検査対象物の表面上を走査して、対象物の走査電子顕微鏡記
録が得られる。しかし、図２、３、５および６において、それぞれ参照符号１９ａ～１９
ｅを付して示される電子ビームは、ビーム偏向器の制御により電子顕微鏡システムの主軸
５から偏向されるのではなく、単に、電子顕微鏡システムの対物レンズから漏洩する電場
の影響によって偏向される。
【００４２】
　上述の実施形態では、シールド電極８１は、イオンビーム加工システムのハウジング７
５に導電的に接続されるので、大半の用途において地電位に保持される。
【００４３】
　しかし、電圧源を用いて電位を供給することも可能であり、この場合の電位は地電位と
は異なる。イオンビーム加工システムのハウジングから、シールド電極を絶縁することも
有意義である。そのような電圧をシールド電極に供給すると、被検査対象物の前方におけ
る電場が影響を受け、特に、電子ビーム及びイオンビームのビーム誘導が更に最適化され
うる。このことは、とくに、特定の角度αについて、シールド電極の幾何学的形状の選択
によっては、上述した関係式により定義される関係を満足させることができない場合に、
有効に活用し得る。とくに、シールド電極に供給される電圧を変更することで、対象物の
ビーム軸に対する複数の異なる角度αについて、上述の式により決定される関係性を満た
すことが可能になる。
【００４４】
　要約すると、電子顕微鏡システム及びイオンビーム加工システムを備える粒子光学装置
は、電子顕微鏡システムの対物レンズを備え、この対物レンズは、被検査対象物の位置に
最も近い位置に配置される、電子顕微鏡システムの構成要素としての環状電極を有する。
そして、その環状電極とイオンビーム加工システムの主軸との間には、シールド電極が配
置されている。
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